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市第 111 号議案 

   横浜市地域ケアプラザ条例等の一部改正 

 横浜市地域ケアプラザ条例等の一部を改正する条例を次のように

定める。 

   平成24年２月15日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市地域ケアプラザ条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市地域ケアプラザ条例の一部改正） 

第１条 横浜市地域ケアプラザ条例（平成３年９月横浜市条例第30 

 号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第５号中「同条第16項」を「同条第17項」に改め 

 、同項第６号中「第８条第21項」を「第８条第23項」に改め、同 

 項第８号中「第 115 条の45第１項」を「第 115 条の46第１項」に 

 改め、同条第６項中「第 115 条の45」を「第 115 条の46」に改め 

 る。 

 （横浜市老人福祉施設条例の一部改正） 

第２条 横浜市老人福祉施設条例（昭和38年12月横浜市条例第43号 

 ）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項第１号中「同条第16項」を「同条第17項」に改め 

 、同項第３号中「第８条第24項」を「第８条第26項」に改め、同 

 項第４号中「第８条第21項」を「第８条第23項」に改める。 

 （横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 横浜市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年12月横浜 

 市条例第60号）の一部を次のように改正する。 
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  第４条第３項中「第８条第25項」を「第８条第27項」に改め、 

 同条第６項第１号中「同条第25項」を「同条第27項」に改める。 

 （横浜市病院事業の経営する病院条例の一部改正） 

第４条 横浜市病院事業の経営する病院条例（平成12年３月横浜市 

 条例第29号）の一部を次のように改正する。 

  第11条第３項第２号中「同条第25項」を「同条第27項」に改め 

 る。 

   附 則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 介護保険法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜 

市地域ケアプラザ条例等の一部を改正する必要があるので提案する 

。 
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 参  考  

   横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行)   
 （ 事 業 等 ） 

第 ２ 条  プ ラ ザ は 、 次 の 事 業 を 行 う 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 (5)  老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38 年 法 律 第 133 号 ） 第 10 条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 

  号 の 措 置 に 係 る 者 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ８ 

  条 第 ７ 項 に 規 定 す る 通 所 介 護 （ 以 下 「 通 所 介 護 」 と い う 。）、  

  同 条 第 17 項 
       に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 （ 以 下 「 認 知 症 対 
  同 条 第 16 項 

  応 型 通 所 介 護 」 と い う 。）、 同 法 第 ８ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 

  介 護 予 防 通 所 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と い う 。） 又 は 

  同 条 第 15 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 （ 以 下 「 

  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と い う 。） を 受 け る 者 そ の 他 

  市 長 が 必 要 と 認 め る 者 （ そ の 者 を 現 に 養 護 す る 者 を 含 む 。） へ 

  の 通 所 に よ る 便 宜 の 供 与 

        第 ８ 条 第 23 項 
 (6)  介 護 保 険 法       に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 （ 以 下 「 居 
        第 ８ 条 第 21 項 

  宅 介 護 支 援 」 と い う 。）  

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

        第 115 条 の 46 第 １ 項 
 (8)  介 護 保 険 法          に 規 定 す る 包 括 的 支 援 事 業 そ 
        第 115 条 の 45 第 １ 項 

  の 他 同 項 に 基 づ き 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 業 

   （ 第 ９ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

                             第  
６  第 １ 項 第 ８ 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う た め 、 プ ラ ザ に 介 護 保 険 法 
                             第  

 115 条 の 46  
      に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 置 く 。 
 115 条 の 45  
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   横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行)   
 （ 事 業 ）  

第 ３ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 次 の 事 業 を 行 う 。 た だ し 、 第 １ 号 及 び 

 第 ４ 号 の 事 業 は 、 横 浜 市 新 橋 ホ ー ム に お い て の み 行 う 。 

 (1)  法 第 10 条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 号 の 措 置 に 係 る 者 、 介 護 保 険 法 （ 平 

  成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ８ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 通 所 介 護 （ 以 下 

              同 条 第 17 項 
  「 通 所 介 護 」 と い う 。）、      に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型 
              同 条 第 16 項 

  通 所 介 護 （ 以 下 「 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と い う 。）、 同 法 第 

  ８ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 通 所 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防 

  通 所 介 護 」 と い う 。） 又 は 同 条 第 15 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知 

  症 対 応 型 通 所 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と 

  い う 。） を 受 け る 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 （ そ の 者 を 現 

  に 養 護 す る 者 を 含 む 。） へ の 通 所 に よ る 便 宜 の 供 与 

   （ 第 ２ 号 省 略 ） 

                           第 ８ 条 
 (3)  法 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 措 置 に 係 る 者 又 は 介 護 保 険 法    
                           第 ８ 条 

  第 26 項 
     に 規 定 す る 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス （ 以 下 「 介 護 福 祉 施 設 
  第 24 項 

  サ ー ビ ス 」 と い う 。） を 受 け る 者 へ の 入 所 に よ る 養 護 

        第 ８ 条 第 23 項 
 (4)  介 護 保 険 法       に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 （ 以 下 「 居 
        第 ８ 条 第 21 項 

  宅 介 護 支 援 」 と い う 。）  

   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行)   
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 （ 経 営 の 基 本 ） 

第 ４ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  横 浜 市 立 市 民 病 院 に が ん 検 診 セ ン タ ー を 、 横 浜 市 立 脳 血 管 医 療 

                       第 ８ 条 第 27 項 
 セ ン タ ー に 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ）       に  
                       第 ８ 条 第 25 項 

 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 を 附 置 す る 。 

   （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

６  第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 横 浜 市 立 脳 血 管 医 療 セ ン タ ー に 附 置 さ れ 

 る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 定 員 の 計 画 は 、 次 の と お り と す る 。 

                             同  
 (1)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 10 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 療 養 介 護 及 び 
                             同  

  条 第 27 項 
      に 規 定 す る 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 並 び に 同 法 第 ８ 条 の 
  条 第 25 項 

  ２ 第 10 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 を 受 け る こ と が 

  で き る 者    80 人  

   （ 第 ２ 号 省 略 ） 

 

   横 浜 市 病 院 事 業 の 経 営 す る 病 院 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行)   
 （ 利 用 料 金 ） 

第 11 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 老 健 施 設 を 利 用 す る 者 は 、 次 に 掲 

 げ る 額 の 利 用 料 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

 (2)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 10 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 療 養 介 護 若 し く 

   同 条 第 27 項 
  は      に 規 定 す る 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 又 は 同 法 第 ８ 条 
   同 条 第 25 項 

  の ２ 第 10 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 以 下 「 短 期 

  入 所 療 養 介 護 等 」 と い う 。） を 受 け る 場 合 は 、 同 法 の 規 定 に よ 
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  り 定 め ら れ た 短 期 入 所 療 養 介 護 等 に 係 る 費 用 の 額 並 び に 同 法 の 

  規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 食 費 及 び 居 住 費 又 は 滞 在 費 の 

  基 準 費 用 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 病 院 事 業 管 理 者 の 承 認 を 得 

  て 定 め る 額 


